
政策評価に関する有識者会議ワーキンググループの編成について 

 

１ 趣旨 

 「政策評価に関する有識者会議開催要項」の３の（２）の規定に基づき、政策評価に

関する有識者会議の参集者の協力を得て、個別の評価書の評価手法等の妥当性の

検証を行うために、「労働・子育てワーキンググループ」（以下「労働・子育て WG」とい

う）、「医療・衛生ワーキンググループ」（以下「医療・衛生 WG」という）、「福祉・年金ワ

ーキンググループ」（「福祉・年金 WG」という）を編成する。 

 

２ 各 WG の担当分野 

労働・子育て WG は主に労働・子育て分野を、医療・衛生 WG は主に医療・衛生分

野を、福祉・年金 WG は主に福祉・年金分野を担当する。 

 

３ 検討事項 

各 WG においては、次に掲げる事項を中心に議論する。 

① 評価項目、指標の設定等、評価設計の妥当性について 

② データの解釈、外部要因の解釈等、解釈の妥当性について 

③ 外部からの検証可能性について 

④ その他評価の妥当性について 

 

４ 各 WG の運営 

（１） 各 WG は、特に非公開とする旨の申し合わせを行った場合を除き、原則公開

とする。 

（２） 各 WG の庶務は、厚生労働省政策統括官付政策評価官室において行う。 

  

 


